
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第２５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年２月６日 １１時００分ごろ 

発生場所 大分県佐伯
さ い き

市佐伯港 

佐伯港本港北防波堤灯台から真方位２６６°９７０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５８.８′ 東経１３１°５３.８′） 

事故等調査の経過  平成２６年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  押船  第十七浩鉄
こうてつ

丸、１９トン 

     ２９２－４６４５５福岡、塩塚建設株式会社（船舶借入人） 

Ｂ  起重機船  第十八浩鉄
こうてつ

号、約１,２４０トン 

      なし、塩塚建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  右舷船首部船底に小破口を伴う擦過傷、スラスター駆動用機関に

濡損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員５人を乗せたＢ船の船尾

凹部にＡ船の船首を嵌
かん

合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）

を構成し、佐伯港の西奥に位置する造船所の岸壁（以下「本件岸壁」

という。）に船首着けを行い、Ｂ船のクレーンを使用してＢ船に魚礁

の積込み作業を行った。 

  船長Ａは、平成２６年２月６日１１時００分ごろ、Ｂ船に魚礁約

１８４ｔを積み終え、本件岸壁を離岸しようとし、錨鎖を巻き揚げよ

うとしたが、Ｂ船が動かないので、Ｂ船が着底しているものと思い、

タグボートを手配してＢ船を引き降ろした。 

  船長Ａは、７日０７時００分ごろ、Ｂ船のバウスラスターを始動す

るためにＢ船のスラスター室に入ろうとしたところ、同室内が浸水し

ていることを発見した。 

  Ｂ船は、その後、潜水士による船底調査を実施した結果、右舷船首

部船底に小破口及び擦過傷を生じていることが確認され、水中溶接が

施された。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風 なし 

海象：海上  平穏、潮汐  高潮時、潮高  約１５３cm 

 その他の事項   Ａ船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約２.４ｍであった。 



 

  Ｂ船の喫水は、魚礁約１８４ｔを積み、船首尾共に約１.８ｍであ

った。 

  海図Ｗ１２４５によれば、本件岸壁付近の水深は、０.７～２.３ｍ

であり、底質は泥である。 

 本事故発生場所付近の海底には、本件岸壁の拡幅工事が実施された

際に‘取り壊された船台の一部’（以下「本件船台」という。）が残存

しており、本件岸壁を所有する造船所の関係船舶においては、本件船

台について認識されていた。 

  船長Ａは、本件岸壁付近で測深を行い、約２.４ｍの水深があるこ

とを確認していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船押船列は、佐伯港の本件岸壁において、魚礁の積込み作業を行

っていたところ、Ｂ船の喫水が増加し、本件船台が海底に残存してい

たことから、本件船台にＢ船が乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、佐伯港の本件岸壁において、魚礁の積込

み作業を行っていたところ、Ｂ船の喫水が増加し、本件船台が海底に

残存していたため、本件船台にＢ船が乗り揚げたことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・乗揚などの事故があった場合は、船内に浸水がないか調査するこ

と。 

・測深は複数の箇所で行うことが望ましい。 

 


